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抄  録 本研究では，居住支援法人の活動実態および他機関・団体との連携状況を明らかにすること
を目的として，豊島区を拠点とする居住支援法人 5団体を対象にインタビュー調査を実施した。各団体は
元々の業務領域を拡張させて居住支援に取り組んでおり，各団体の他事業や既存のネットワークを活用し
て居住支援を実施している。しかし，各団体とつながりのある不動産事業者の数は多くない。また，居住
支援の窓口が一本化されておらず情報共有の課題や，区外居住者は支援内容に制限が生じるといった課題
も明らかになった。多様な領域の団体間の連携には課題もあるが，ケース会議等を対面で定期的に実施す
ることにより団体同士のつながりが期待できるといった意見も挙げられ，今後実践すべき取り組みである
と考えられる。 
  キーワード：居住支援，住宅確保要配慮者，住まい 
  
Abstract  Through interview surveys of five associations for housing and living support in the Toshima 
municipality of Tokyo, this study clarifies activities and relationships with other associations, public organizations 
and real estate agencies. Though the associations carry out their activities using existing connections with other 
support associations and public organizations, they collaborate with a few real estate agencies. Face-to-face case 
conferences several times a year are assumed to be one of the solutions to the problems relevant to information 
sharing and support for persons living outside the municipality. 
  Keywords: housing and living support, persons requiring special assistance in securing housing, dwelling 
  
  

1. はじめに 

我が国では 2017 年に住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下，住宅
セーフティネット法）が改正され，新たな住宅セー
フティネット制度（以下，住宅セーフティネット制
度）として，高齢者，子育て世帯，低額所得者，障

がい者，被災者，外国人といった住宅の確保に特に
配慮を要する住宅確保要配慮者（以下，要配慮者）
の入居を拒まない民間賃貸住宅を登録し，要配慮者
の居住の安定化を図ろうとしている 1。また，都道
府県は居住支援を実施する団体を居住支援法人とし
て指定することができ，居住支援法人は事業費補助
等の申請をすることが可能となる。 
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全国居住支援法人協議会では，不動産と福祉の 2
つの領域を包含した「包括的居住支援」の理念を掲
げており，居住支援とは住宅を見つけたらそこで支
援が終了するような領域ではないことが指摘されて
いる 2。不動産領域では，既存の空き家・空き室を
要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅と
して登録し，ストックを増やすといった取り組みが
なされており，福祉領域では，物件探しや契約補助
といった入居前の支援，入居後に安定した住生活を
おくるための見守りや生活支援，さらには死後対応
といったことも取り組むべき活動の一部として示さ
れている 3。 
一方で，居住支援のニーズは多様であり，関わる

団体や機関も多岐に渡るため，実態や全体像は掴め
ていない。先行研究 4, 5 において，筆者らは豊島区
の不動産事業者へのアンケート，インタビュー調査
から，不動産事業者からみた居住支援の課題や認識
状況について把握を行い，不動産事業者が想定する
要配慮者向けの物件と，要配慮者のニーズとの間に
ミスマッチが生じている可能性や，不動産事業者が
家賃低廉化補助等の支援制度を認識していない可能
性等について明らかにした 6。 
本研究では，豊島区の居住支援法人を対象として，

居住支援ニーズの把握方法や支援内容，他団体との
連携等についてインタビュー調査を行い，居住支援
の実態を福祉領域の観点から明らかにすることを目
的とする。なお，厳密には都道府県の指定を受けて
いる法人や団体を居住支援法人と呼ぶが，本研究に
おいては指定を目指している団体も居住支援法人に
含めている。 

2. 研究の対象と方法 

2-1. 豊島区の居住支援 
住宅セーフティネット法に基づき，全国の各自治

体では居住支援協議会を設立して居住支援を推進し
ており，2021 年 4 月時点では全都道府県および 63 
市区町が居住支援協議会を設立している。豊島区は，
全国的にみても早期の 2012 年に居住支援協議会を
設立し，区内の空き家を住宅確保要配慮者の居住支
援に活用するための活動を行ってきた。豊島区居住
支援協議会には，協議会と連携を取りながら居住支
援活動に取り組む 9 つの登録団体が存在する注 1。
2021 年度には，登録団体と区内の不動産事業者の
顔合わせの機会を設けるなど，不動産領域と福祉領

域の連携した居住支援体制の確立に向けて動いてい
る最中である。 
 
2-2. 豊島区登録団体を対象としたインタビュー調
査 
豊島区居住支援協議会の登録団体のうち 5団体を

対象として，2022 年 8 月にインタビュー調査を実
施した。調査対象の概要は表 1の通りであり，団体
a, b, c, dは東京都の居住支援法人に指定されており
7, 8，団体 e は今後の申請を検討している。インタ
ビューシートを事前に各団体へ送付の上，半構造化
形式のインタビュー調査を１団体あたり 1時間程度
で実施した。インタビュー調査には，豊島区居住支
援協議会事務局員が同伴の上，大学機関所属の筆者
ら複数名で実施した。 

表 1. 調査対象の概要 

 

3. 調査結果 

インタビュー調査結果を表 2～9 の通り整理した。
基本的には，調査時の質問項目に沿っているが，複
数の項目に跨がるような回答もあったため，聞き取
り内容に合わせて，適宜項目の調整を行っている。 
 
3-1. 居住支援法人の活動実態と経緯 
①2022年度の相談件数とカウント基準（表 2） 

2022 年度 4～7 月の居住支援に関する相談件数と，
何を以って相談件数としてカウントするかの基準に
ついて尋ねた。団体 a（8件）, b（19件）, c（6件）
は，今年度の居住支援に関する相談実績がある。団
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体 a, bでは，電話での問い合わせのみでは相談件数
として計上しておらず，複数回のやり取りや面談を
実施した場合に計上している。団体 cは，連絡手段
やケースの深刻度に関わらず相談件数としてカウン
トしている。団体 dは昨年度以前の実績はあるが，
今年度は 0件である。団体 eはこれから本格的に居
住支援に取り組む予定であり，今年度は 0件となっ
ている。 

表 2. 2022年度の相談件数とカウント基準 

 

②居住支援の主な対象と特徴的なケース（表 3） 
団体 aでは高齢者を主な対象としており，集合住

宅の建て替え等によって住まいを追われるケース等
が存在する。団体 bでは子育て世帯を主な対象とし
ており，金銭面，外国籍，家庭内暴力など複合的な
問題を抱えているケースが存在する。団体 cでは障
がい者や高齢者の支援実績があるが，失職した若者
や引きこもりなど多様な属性の要配慮者に対応して
いる。団体 dではこれまでは高齢者の対応をするこ
とが多かった。団体 eでは障がい者の子を持つ親が
亡くなった際に居住支援が必要となるケースを想定
している。近年では，感染症拡大の影響等によって，
職を失った若者の支援や高齢者の見守りの重要度が
増している（団体 a, c, d）。また，区外からの問い合
わせも一定数存在する（団体 b, c）。 

 
③居住支援の主な内容（表 4） 
 入居前の支援について，団体 a, b, c, dでは賃貸住
宅の物件探しのサポート等を実施している。団体 c
では，物件探しのサポートも行っているが，実績と
しては自社物件（サブリース）への入居が多い。ま
た，団体 aでは公営住宅の申請書類作成サポート等
も実施している。入居後の支援について，団体 aで 

表 3. 居住支援の主な対象と特徴的なケース 

 

は高齢者を対象として，有償の見守りから死後対応
まで実施している。団体 b ではフードサポートと
いった他事業との連携により入居後の見守り等を
行っている。団体 cでは自社物件（サブリース）の
入居者に対し，集金や懇談会など月数回の様子見に
加え，鍵紛失時の対応や体調不良時の付き添いと
いった緊急対応も行っている。 
 
④居住支援の経緯，きっかけ（表 5） 
元々の業務で居住支援に部分的に取り組んでいた，

あるいは，居住支援の必要性を感じており，本格的
な活動に取り組むため居住支援法人や事業申請を
行っている（予定含む）。団体の元々の業務の領域
を拡張させる形で居住支援に取り組んでいる。 
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表 4. 居住支援の主な内容 

 

⑤居住支援の相談経路（表 6） 
相談経路は主に 3 つに整理できる。1 つ目は要配

慮者本人や家族からの問い合わせであり，団体の
HP や広報に加え，居住支援に関連する団体のリス
トを見て問い合わせるといったケースが存在する
（団体 a, b, c, d）。2つ目は団体や関連組織が実施し
ている他事業からの紹介であり，フードサポートや
地域交流施設の運営を通じた紹介などが挙げられる
（団体 b, d）。3つ目は他機関や団体からの紹介であ
り，豊島区や社会福祉協議会からの紹介や弁護士や
ケアマネジャー，他の支援団体からの紹介等が挙げ
られる（団体 a, b, c）。 

 

表 5. 居住支援の経緯，きっかけ 

 

表 6. 居住支援の相談経路 

 

3-2. 他機関・団体との連携 
①他機関・団体との現在の連携状況（表 7） 
 団体 a, b, d, eでは，居住支援に理解のある，ある
いは相談可能な不動産事業者が 1～3 社ある。また
団体 bでは大家と直接つながっているケースもあり，
家賃滞納などイレギュラーがあった場合に大家から 
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表 7. 他機関・団体との現在の連携状況 

 

問い合わせが来ることもある。すべての団体で公的
機関や職員との連携があり，具体的には，豊島区や
居住支援協議会，社会福祉協議会が関与しているコ
ミュニティソーシャルワーカー（CSW）やくら
し・しごと相談支援センター，地域包括支援セン
ター，ケースワーカーが挙げられ，団体 cでは，相
談者の居住地に応じて区外の居住支援協議会・団体
につなぐこともある。この他に，団体 c, eでは同業
者や NPO との連携もある。また，団体 b ではフー
ドサポートや子ども食堂といった当該団体の他事業
に接続することもある。 
 
②今後の連携を希望する他機関・団体（表 8） 
 団体 cは特定の不動産事業者との連携がないため，
連携を望んでいる。団体 aは，地域社会福祉協議会
や地域包括支援センターとの連携を望んでおり，高
齢者は居住支援の窓口にアクセスしづらいため，情
報共有や居住支援法人の紹介をしてほしいといった 

表 8. 今後の連携を希望する他機関・団体 
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要望が挙げられた。このほかには，高齢者の介護や
後見人，残置物処理といった専門性の高い支援を実
施する団体との連携や（団体 b），若者，低額所得
者の雇用支援の団体との連携（団体 b, c）を希望し
ている。 
 
3-3. 団体が認識している課題や改善提案（表 9） 
 上記に付随して確認できた団体が認識している課
題や改善提案について，表 9に整理した。団体 aで
は，他団体との連携，特に相談窓口について，高齢
者本人が社会福祉協議会に住まいについて相談して
も居住支援法人を紹介してもらえないことを課題と
して指摘している。団体 bでは，他団体との連携， 

表 9. 団体が認識している課題や改善提案 

 

特に要配慮者情報の共有について，データベースを
共有することは難しいが，対面での年数回のケース
会議を実施することで改善につながるといった提案
があった。また，豊島区は全国的にみても家賃が高
いことに加え，本人が寝たきりのために物件を探せ
ないといった事情を抱えるケースもあるため，家賃
や収入だけで住宅確保要配慮者の判断をするべきで
はないといった指摘があった。団体 cでは，家賃低
廉化補助制度と生活保護は併用できないため，生活
保護の家賃上限額を超えてしまい，セーフティネッ
ト住宅に生活保護受給者が入居できないといったこ
とや 9, 注 2, 3，区外居住者の場合，住民票を移動して
から 1年が経過しないと家賃低廉化補助制度を利用
できないといった制度上の課題が明らかになった。
また，自社物件（サブリース）の入居者に介護や生
活支援が必要となった場合に費用をどこから捻出す
るか，といったことも懸念事項となっている。 

4. おわりに 

本研究では，居住支援法人の活動実態および他機
関・団体との連携状況を明らかにすることを目的と
して，豊島区を拠点とする居住支援法人 5団体を対
象にインタビュー調査を実施した。各団体は元々の
業務領域を拡張させて居住支援に取り組んでおり，
各団体の他事業や既存のネットワークを活用して居
住支援を実施している。しかし，各団体とつながり
のある不動産事業者は 0～3 社とその数は多くない。
また，居住支援の窓口が一本化されておらず情報共
有の課題や，区外居住者は支援内容に制限が生じる
といった課題も明らかになった。多様な領域の団体
間の連携には課題もあるが，ケース会議等を対面で
定期的に実施することにより団体同士のつながりが
期待できるといった意見も挙げられ，今後実践すべ
き取り組みであると考えられる。 

付記 

本調査研究は豊島区居住支援協議会からの委託研
究「空き家を活用した居住支援（令和 4年度）」（受
託者：日本女子大学定行研究室）の一環として実施
した。 
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注 

注1） 調査研究を主な活動としている筆者ら大学研
究室は団体数から除いている。 

注2） 住宅セーフティネット制度における，家賃低
廉化補助は，国費の限度額を 20,000 円として，
国 1/2，地方自治体 1/2 の補助割合と定められ
ている。このため，一般的に家賃低廉化補助
の限度額は 40,000円として認識されている。 

注3） 東京都の生活保護の住宅扶助基準額（家賃上
限額）は，23 区（1 級地に該当）の場合，単
身世帯 53,700円，2人世帯 64,000円，3～5人
世帯 69,800 円，6 人世帯 75,000 円，7 人以上
の世帯 83,800円となっている。 

 
  



 

 

 
 
 


